
長野県環境影響評価条例 改正 関 専門委員会議設置要綱 

 

設置   

第 条 長野県環境影響評価条例 成10 長野県条例第1「号 以下 条例 いう

改正 い 必要 調査及び検討を行うた 長野県環境影響評価条例 改正 関

専門委員会議 以下 専門委員会議 いう を設置   

任務   

第 条 専門委員会議 条例 改正 関 必要 調査及び検討を行う   

組織   

第 条 専門委員会議 条例第」9条第 項 規定 任命さ た専門委員 以下 委

員 いう 名以内 組織   

委員長   

第 条 専門委員会議 委員長を置 委員 互選   

 委員長 会務を総理 専門委員会議を代表   

 委員長 事故 あ あ 委員長 指名 た委員 そ 職務を代理

  

会議   

第 条 会議 委員長 招集 委員長 議長   

 会議 委員 過半数 出席 け 開くこ い   

 委員 会議 出席 い場合 い 必要 あ 認 委員長 出席

委員 諮 欠席委員 代理者 出席を認 こ こ 場合

い 欠席委員 代理者を委員 み  

報告   

第 条 専門委員会議 第 条 調査及び検討 終了 た 長野県環境影響評

価技術委員会委員長 対 書面を 調査及び検討 結果を報告   

庶務   

第 条 専門委員会議 庶務 長野県環境部環境政策課 い 処理   

補則   

第 条 こ 要綱 定 ほ 専門委員会議 運営 関 必要 事項 委員

長 専門委員会議 諮 定   

附 則  

こ 要綱 成 「7 月 「1 日 施行  


